
毎週月曜日に松尾総合支所で

行っていた健康相談が、４月から

変わりました。

４月からは、相談日を特別に設

けず、随時相談に応じています。事

前に市民部保健課に連絡すると、

待ち時間がなく相談することも可

能となります。

また、希望により家庭訪問によ

る相談にも応じていますので、気

軽に問い合わせください。

詳しくは、市市民部保健課（・

内線1151）まで。

狂犬病は、発症してしまうと治

療の手立てがなく、海外では狂犬

病を発症した犬にかまれ、毎年多

くの死者が出ています。

狂犬病の発生を未然に防ぐため、

日本では一生に１回の犬の登録と

毎年１回の狂犬病予防注射が義務

付けられています。家族と愛犬を

守るためにも、必ず登録と予防注

射を実施しましょう。

本年度も狂犬病予防注射の市内

巡回を行います。会場・日程は、市

の広報紙と一緒に配られるチラシ

を確認ください。

登録済みの場合は、後日送付す

るはがきを持参ください。未登録

の場合は、会場での登録も可能で

す。利用ください。

詳しくは、市市民部市民課環境

衛生係（・内線1137）まで。

防衛省では、自衛官を次のとお

り募集しています。

■種目 幹部候補生（一般および

歯科、薬剤）、一般曹候補生

■受験資格

幹部候補生 ２０歳以上３０歳未満

一般曹候補生 18歳以上27歳

未満

■応募期限 ５月10日

■試験日

幹部候補生 ５月15日

一般曹候補生 ５月22日

詳しくは、自衛隊岩手地方協力

本部盛岡募集案内所（019-641-

5191）まで。

首都圏に住む市出身者で組織す

る「八幡平ふるさと会」では、会員

を募集しています。また、ふるさと

とのつながりを持ちながら郷土愛

をはぐくみ、会員同士の交流と親

交を深めるとともに、交流の輪を

広げることを目的に「八幡平ふる

さと会のつどい」を開催します。

家族や知り合いで首都圏に在住

する市出身の人がいるときは、開

催日時などをお知らせください。

■日時 ５月30日、午前11時

■場所 ホテルラングウッド（東

京都荒川区）

詳しくは、八幡平ふるさと会事

務局長：小野沢栄治（03-3870-

7760）、または市企画総務部地域

振興課（・内線1122）まで。

お
知
ら
せ

詳しくは各担当、各機関に問い合わせを

八幡平市役所 察76-2111
松尾総合支所 察74-2111
安代総合支所 察72-2111
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http://www.city.hachimantai.lg.jp/
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日本赤十字社では、５月の赤十

字運動月間に合わせ、赤十字社員

増強運動を実施します。

市は、社資募集の協賛委員とし

て行政連絡員の皆さんに協力をお

願いしています。本年度も赤十字

活動を支援くださるよう社員の継

続加入に協力をお願いします。ま

た、新規加入社員、法人社資も随時

募集しています。

詳しくは、市福祉部地域福祉課

（・内線1165）まで。

広報はちまんたいは、毎月２回、

第１・３木曜日に発行しています。

５月は、大型連休があるため、１

回のみの発行となります。第１木

曜日の広報を第３木曜日に発行し、

広報お知らせ版はお休みします。

なお、６月号からは通常通り毎月

２回の発行となります。

詳しくは、市企画総務部総務課

（・内線1218）まで。

市は、市内で生産される農林畜

産物の商品開発、加工、販売までの

一体とした取り組みである第６次

産業化を推進し、支援することを

目的に、施設整備事業の一部補助

を行います。

この事業は、農林業所得の向上

を目指すもので、対象者、対象事業、

補助額などは次のとおりです。

■対象者 農業法人、地域営農団

体、産直組合、個人など

■補助対象事業 施設整備費（加

工用施設建設費、加工用設備購入

費など）

■補助額 事業費の２分の１以内

の額で、上限は50万円

■申請期限 ５月31日

■その他 市の新規事業であり、

予算に限りがありますので、早め

に産業部農政課に相談ください。

申請内容により、対象とならない

場合、希望の実施時期が遅れるこ

とがあります。

詳しくは、市産業部農政課（・

内線1272）まで。

市は、次のとおり耐震診断と耐

震改修費用への助成を行います。

【耐震診断】

■募集戸数 10戸

■対象 昭和56年５月以前に着

工した在来木造住宅

■診断費用 3,000円

【耐震改修助成】

■募集戸数 ２戸

■対象 耐震診断を実施し、倒壊

する可能性がある（判定値が1.0未

満）と診断された木造住宅で、耐震

改修工事を実施する場合に助成を

行います。

※耐震改修工事の契約を行う前に

市から助成の承認を受けなければ

なりません。

■助成の額 耐震改修費用の２分

の１以内の額で、上限は60万円

耐震診断を実施した人を対象に、

耐震改修の専門家を無料で派遣し、

耐震改修に係る疑問や悩みなどの

相談に応じる制度もあります。

詳しくは、市建設部建設課（・

内線2526）まで。
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通学定期券購入費の一部を助成します
市は、子育て支援対策として、家庭の経済的負担

を軽減するため、通学定期券購入費の一部を次の

とおり補助します。

■対象となる公共交通機関

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）、ＩＧＲいわて

銀河鉄道、岩手県交通、岩手県北自動車、秋

北バス、ＪＲバス東北が運行する鉄道と路線

バス

■補助対象者

市内に住所があり、現に市内に居住し、通学定期

券を利用する小学生、中学生、高校生の保護者

■補助の額

通学定期券購入費の100分の７（７）の金額

（10円未満切り捨て）

■申請方法

市の担当窓口（各総合支所地域振興課）と、大更

駅で申請書を交付しています。

通学定期券を購入する時、期限の切れた（または

現在使用中の）定期券を定期販売窓口に提示し、購

入証明を受け、市の担当窓口に提出ください。

複数の公共交通機関を利用している人は、交通

機関ごとに購入証明を受けてください。

■申請の受け付け

定期券期間終了日（定期券が切れる日）により次

のとおりとなります。

定期券終了日が４月１日～６月30日の分は、７

月12日まで。

定期券終了日が７月１日～９月30日の分は、10

月12日まで。

定期券終了日が10月１日～12月31日の分は、

23年１月11日まで。

定期券終了日が23年１月１日～３月31日の分

は、23年４月11日まで。

■問い合わせ・申請先

各総合支所地域振興課まで。

西根地区 76-2111・内線1122

松尾地区 74-2111・内線2107

安代地区 72-2111・内線3123


